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消費税と他の税金…何がどう違うのか

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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1980年代
所得税から支出税へ



②

Ａ）法的納税義務

Ｂ）＊間接税と労働者階級

●諸君、あるひとが他のひとよりも
２０倍、５０倍、１００倍も富んで
いるからといって、そのために労働
者や小市民よりも、２０倍、５０倍、
１００倍の塩やパンや肉を、５０倍、
１００倍ものビールやぶどう酒をの
みくいしたり、また５０倍、１００
倍もの暖房、したがって燃料を必要
としたりすることは絶対にないとい
うことは、諸君のご承知のとおりで
す。

逆進性対策：軽減税率?分類差等課税？所得控除?税額控除？給付付き税額控
除？手当？ベーシックインカム
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③ 直接消費税ってなに？
酒税
たばこ税
物品税
ゴルフ場利用税
入湯税

（ゴルフ場利用税の納税義務者等）
第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、
利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県
において、その利用者に課する。
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④「一般」消費税の最大の特色は？

敬名主義から非課税掲名主義へ

物品税は一般間接税だったか？

⑤ 個別消費税が日本の財政を支えてきた
（明治期）
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⑥単段階課税の場合

製造業者課税か小売り課
税か？
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⑦一般・多段階課税の場合の問題点

税の累積・流通過程が複雑な業者壊滅

⑧ それを解決した世紀の発見が
付加価値税
（売上額×税率）ー（仕入れ額×税率）＝（付加価値×税率）
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肝は仕入れ税額控除
帳簿方式とインボイス方式

帳簿
11200円

購入者
できるだけ多くしたい

免税・販売者
あまり関心ない

購入者
できるだけ多く

課税・販売者
できるだけ少なく
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仕入れ税額控除の本質

① 付加価値税なんだから仕入れている以上、推計でも
認めるべき

② 法律は付加価値税ではなく、売上税の形で規定して
いるので、帳簿やインボイスでの証明がない限りダメ

この論争と結末
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消費税最高裁Ｚ８８８－２３５１
最高裁判所第二小法廷令和２年（行ツ）第２８９号、令和２年（行ヒ）第３
３９号消費税更正処分等取消請求上告及び上告受理事件（棄却・不受理）
（確定）
国側当事者・国
令和３年２月１２日決定
【上告棄却・不受理／調査の違法（事前通知）／帳簿不提示と仕入税額控
除】
会員名会員名いいね：2
TAINSキーワード 
関与税理士憲法違反仕入税額控除事前通知質問検査権上告不受理上告理由消
費税税理士第二小法廷全て表示
関連判決 
Ｚ２６９－１３３４３
Ｚ２７０－１３４４１
関連する雑誌目次を見るブックマーク

仕入れ税額控除と税務調査
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（２）ヒノックス事件（最決令和3年2月12日）から見える消費税
いわゆるヒノックス事件である。もっとも，最高裁は不受理としたので，具体的な
判断をしたのは，東京地裁令和元年11月21日判決（Z269-13343）及び東京高裁令和
2年8月26日判決（Z888-2311）である。これは，仕入税額控除に係る帳簿等を提示
しなかったことは帳簿等を保存しない場合に該当し仕入税額控除は認められないと
された事例であり，TAINSの要点では，以下のように紹介されている。
課税庁が，事前通知をすることなく，調査のため納税者の事務センターに臨場した
ところ，税務代理人である税理士は，事前通知をしない理由が説明できない調査は
違法であるなどと述べ，通則法74条の10該当の根拠等を文書で回答するよう求め，
回答がされない限り課税庁との面談にも応じることができないと主張しました。
課税庁は，事前通知を行わない理由を説明する義務はなく，文書又は口頭での回

答をする予定はないことを説明し，事前通知後に繰り返し調査実施を要求したが，
調査に応じなかったため，消費税の帳簿等の保存がないとして仕入税額控除を否認
しました。
東京高等裁判所は，①納税者は，帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示する

ことが可能なように態勢を整えて保存していたとはいえず，法30条7項の「保存しな
い場合」に該当するため，仕入税額控除を定めた同条1項の適用を受けることができ
ないこと，②本件各更正処分に理由提示違反その他の違法があるとはいえないこと
から，本件各更正処分は適法であると判断しています。
その後，最高裁で上告棄却・不受理で確定しました。
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①無予告調査の法的性格

②調査拒否の理由になるか

③本店移転方式の乱用

④消費税の税務調査
⑤税理士の損害賠償責任
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仕入れ税額控除
と各種措置

免税・ゼロ税率・軽減税率

非課税

不課税
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日本経済新聞18年1月22日

逆進性対策
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平成２６～２８課税期間において、事業として、
転売目的で、全部又は一部が住宅として賃貸さ
れているマンション合計８４棟（以下「本件各
建物」という。）を購入した（本件各課税仕入
れ）。上告人は、転売までの間、本件各建物を
棚卸資産として計上し、その賃料を収受した

17

一部住宅と
して賃貸

上告人は、本件各課税期間の消費税等について、個別対応方式により、
本件各課税仕入れが課税対応課税仕入れに区分されることを前提に、本
件各課税仕入れに係る消費税額の全額を控除対象仕入税額として本件各
申告をした。これに対し、麹町税務署長は、平成３０年７月３０日付け
で、本件各課税仕入れは、課税資産の譲渡等である建物の転売のみなら
ず、その他の資産の譲渡等である住宅の貸付けにも要するものであるか
ら、共通対応課税仕入れに区分されるべきであり、控除対象仕入税額は、
上記消費税額の全額ではなく、これに課税売上割合を乗じて計算した金
額となるなどとして、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分をした。

＊補論 仕入れ税額控除の判断時期
転売目的マンションの取得と仕入税額控除
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税務署の対応の変遷

（３）税務当局は、平成７年頃、関係機関からの照会に対し、仮に一時的に賃貸用
に供されるとしても、継続して棚卸資産として処理し、将来的には全て分譲するこ
ととしている住宅の購入については、課税対応課税仕入れに該当するものとして取
り扱って差し支えない旨の回答をし、同９年頃、関係機関からの照会に対し、賃借
人が居住している状態でマンションを購入した場合でも、転売目的で購入したこと
が明らかであれば、課税対応課税仕入れに該当する旨の回答をした。

他方、平成１７年以降、税務当局の職員が執筆した公刊物等において、事業者の
最終的な目的は中古マンションの転売であっても、転売までの間に非課税売上げで
ある家賃が発生する場合には、中古マンションの購入は共通対応課税仕入れに該当
する旨の見解が示され、また、本件各申告当時に公表されていた複数の国税不服審
判所の裁決例及び下級審の裁判例において、本件各課税仕入れと同様の建物の取得
の用途区分につき、上記と同様の見解に基づく税務当局側の主張が採用されていた。
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消費税及び地方消費税更正処
分等取消請求事件
東京地方裁判所平成３０年
（行ウ）第５５９号
令和２年９月３日民事第５１
部判決

納税者勝訴

消費税及び地方消費税更正処分
等取消請求控訴事件
東京高等裁判所令和２年（行
コ）第１９０号
令和３年７月２９日第１６民事
部判決
（原審・東京地方裁判所平成３
０年（行ウ）第５５９号）

納税者敗訴
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建物の転売目的が明は明白で
あるのに、共通対応では、建
物の仕入税額の控除が極めて
小さくなり、消費税の累積が
生じてしまう。

あるべき消費税額に係る控除対
象仕入税額と被控訴人の低い各
課税売上割合に起因する低い控
除対象仕入税額との間のギャッ
プ（以下「本件ギャップ」とい
う。）の問題が解消されていな
かったとしても，申告納税方式
の下で，課税売上割合に準ずる
割合を用いることを選択せず，
その適用承認申請をしなかった
結果にすぎない。その

論点
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個別対応方式により控除対象仕入税額を計算する場合において、税負担の累
積が生ずる課税資産の譲渡等と累積が生じないその他の資産の譲渡等の双方に
対応する課税仕入れにつき一律に課税売上割合を用いることは、課税の明確性
の確保の観点から一般に合理的といえるのであり、課税売上割合を用いること
が当該事業者の事業の状況に照らして合理的といえない場合には、課税売上割
合に準ずる割合を適切に用いることにより個別に是正を図ることが予定されて
いると解されることにも鑑みれば、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等
の双方に対応する課税仕入れは、当該事業に関する事情等を問うことなく、共
通対応課税仕入れに該当すると解するのが消費税法の趣旨に沿うものというべ
きである。このように解することは、課税仕入れを課税資産の譲渡等「にの
み」要するもの（課税対応課税仕入れ）、その他の資産の譲渡等「にのみ」要
するもの（非課税対応課税仕入れ）及び両者「に共通して」要するもの（共通
対応課税仕入れ）に区分する同条２項１号の文理に照らしても自然であるとい
うことができる。
そうすると、課税対応課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産

の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその
他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て共通対応課税仕入れに該当
すると解するのが相当である。

最高裁
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２ 前記事実関係等によれば、本件各課税仕入れは上告人が転売目的で本件各建物を購入した
ものであるが、本件各建物はその購入時から全部又は一部が住宅として賃貸されており、上告
人は、転売までの間、その賃料を収受したというのである。そうすると、上告人の事業におい
て、本件各課税仕入れは、課税資産の譲渡等である本件各建物の転売のみならず、その他の資
産の譲渡等である本件各建物の住宅としての賃貸にも対応するものであるということができる。
よって、本件各課税仕入れは、その上告人の事業における位置付けや上告人の意図等にかか

わらず、共通対応課税仕入れに該当するというべきである。
３ 以上によれば、本件各課税仕入れに係る控除対象仕入税額は、本件各課税仕入れに係る消
費税額の全額ではなく、これに課税売上割合を乗じて計算した金額となるというべきである。
所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。
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。
平成１７年以降、税務当局が、本件各課税仕入れと同様の課税仕入れを当該建物が住宅として賃貸されることに

着目して共通対応課税仕入れに区分する取扱いを周知するなどの積極的な措置を講じていないとしても、事業者と
しては、上記取扱いがされる可能性を認識してしかるべきであったということができる。
そして、上記取扱いは消費税法３０条２項１号の文理等に照らして自然であるといえ、本件各申告当時、本件各

課税仕入れと同様の課税仕入れを事業者の目的に着目して課税対応課税仕入れに区分すべきものとした裁判例等が
あったともうかがわれないこと等をも考慮すれば、上告人が本件各申告において本件各課税仕入れを課税対応課税
仕入れに区分して控除対象仕入税額の計算をしたことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な
事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる
ということはできない。

正当な理由の有無
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その後の令和2年の改正内容
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三木の感想と論理
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＊消費税の納税義務は法人税とは基本構造が違う！

＊国税通則法15条2項7号

消費税等 課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場
（石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状
炭化水素又は石炭の採取場とする。）からの移出若しくは保税地域からの引取りの時

*消費税は行為時に判断できなくてはならない

＊日本は租税回避を防ぐために、すぐには控除させない方向に？
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おわりに

消費税・税・貨幣・国家
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